
 
ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
二
十
六
号 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
管
理
規
則
（
平
成
二
十
六
年
広
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
施
設
及
び
設
備
の
利
用
の
取
り
や
め
） 

第
四
条 

利
用
者
は
、
施
設
の
利
用
を
取
り
や
め
よ
う

と
す
る
と
き
は
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
施
設
利
用

取
下
書
を
、
設
備
の
利
用
を
取
り
や
め
よ
う
と
す
る

と
き
は
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
設
備
利
用
取
下
書

を
当
該
施
設
及
び
設
備
の
利
用
日
時
ま
で
に
、
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
機
器
操
作
等
の
依
頼
手
続
） 

第
七
条 

成
績
書
若
し
く
は
証
明
書
の
発
行
又
は
前
処

理
若
し
く
は
試
料
調
製
若
し
く
は
設
備
利
用
に
お
け

る
機
器
操
作
（
以
下
「
機
器
操
作
等
」
と
い
う
。
）

を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に

よ
る
機
器
操
作
等
依
頼
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
機
器
操
作
等
の
依
頼
の
取
り
や
め
） 

第
八
条 

機
器
操
作
等
の
依
頼
を
し
た
者
（
以
下
「
依

頼
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
依
頼
を
取
り
や
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
機
器

操
作
等
依
頼
取
下
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
機
器
操
作
等
（
そ
の
準
備

を
含
む
。
）
に
着
手
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
や

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
使
用
料
等
の
分
納
及
び
後
納
の
申
請
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

使
用
料
等
の
分
納
又
は
後
納
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
使
用
料
等

分
納
（
後
納
）
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
等
の
減
免
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
使
用
料
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
施
設

使
用
料
減
免
申
請
書
を
、
設
備
の
使
用
料
等
の
減
免

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ

 

（
施
設
及
び
設
備
の
利
用
の
取
り
や
め
） 

第
四
条 

利
用
者
は
、
施
設
及
び
設
備
を
利
用
す
る
前

に
、
そ
の
利
用
を
取
り
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
施
設
及
び
設
備
の
利
用
日
時
ま
で
に
、
そ
の
旨

を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
機
器
操
作
等
の
依
頼
手
続
） 

第
七
条 

成
績
書
若
し
く
は
証
明
書
の
発
行
又
は
前
処

理
若
し
く
は
試
料
調
製
若
し
く
は
設
備
利
用
に
お
け

る
機
器
操
作
（
以
下
「
機
器
操
作
等
」
と
い
う
。
）

を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に

よ
る
機
器
操
作
等
依
頼
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
機
器
操
作
等
の
依
頼
の
取
り
や
め
） 

第
八
条 

機
器
操
作
等
の
依
頼
を
し
た
者
（
以
下
「
依

頼
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
依
頼
を
取
り
や
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
機
器
操
作
等
（
そ

の
準
備
を
含
む
。
）
に
着
手
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を

取
り
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

（
使
用
料
等
の
分
納
及
び
後
納
の
申
請
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

使
用
料
等
の
分
納
又
は
後
納
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
使
用
料
等

分
納
（
後
納
）
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
等
の
減
免
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
使
用
料
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
施
設

使
用
料
減
免
申
請
書
を
、
設
備
の
使
用
料
等
の
減
免

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る



る
設
備
使
用
料
等
減
免
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
使
用
料
等
の
返
還
） 

第
十
一
条 
（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
使
用
料
の
返
還
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
施

設
使
用
料
返
還
申
請
書
を
、
設
備
の
使
用
料
等
の
返

還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
様
式
第
十
三
号
に

よ
る
設
備
使
用
料
等
返
還
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

設
備
使
用
料
等
減
免
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
等
の
返
還
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
使
用
料
の
返
還
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
施
設

使
用
料
返
還
申
請
書
を
、
設
備
の
使
用
料
等
の
返
還

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る

設
備
使
用
料
等
返
還
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

 

様式第１号（第３条関係） 
 

施設利用申請書 

（略） 

なお、様式に記載した内容について、広島県が、ひろしま産学共同研究拠点の

利便性向上等を目的としたアンケート調査及び利用者に有益と思われるサービス

等の情報提供に活用することに同意します。 

（略） 

（略） （略） 
（略） （略） 

取 扱 者 （略） 

備     考 
（支払方法等） 

（略） 

注 （略） 
 

 

様式第１号（第３条関係） 
 

施設利用申請書 

（略） 

なお、様式に記載した内容は、ひろしま産学共同研究拠点の利便性向上等を目

的としたアンケート調査や有益と思われるサービスなどの情報提供に広島県が活

用することに同意します。 

（略） 

（略） （略） 
（略） （略） 

取 扱 者 印 （略） 

備     考 
 

（略） 

注 （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第３条関係） 
 

設備利用申請書 

（略） 

なお、様式に記載した内容について、広島県が、ひろしま産学共同研究拠点の

利便性向上等を目的としたアンケート調査及び利用者に有益と思われるサービス

等の情報提供に活用することに同意します。 

（略） 

備 考 
（支払方法等） 

（略） 
（略） （略） 

取 扱 者 （略） 

注 （略） 
 

 

様式第２号（第３条関係） 
 

設備利用申請書 

（略） 

なお、様式に記載した内容は、ひろしま産学共同研究拠点の利便性向上等を目

的としたアンケート調査や有益と思われるサービスなどの情報提供に広島県が活

用することに同意します。 

（略） 

備 考 
 

（略） 
（略） （略） 

取 扱 者 印 （略） 

注 （略） 
 

 
 



別
記
様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

 



様式第５号（第４条関係） 

 

施 設 利 用 取 下 書 

 

  年  月  日 

       様 

  

 依頼者 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

（〒  ―    ）  

 

氏 名  

名 称 及 び 

代表者の氏名 
 

 

連絡先 

住 所 
（ 上 記 と 異 な る 場 合 ） 

（〒  ―    ）  

 

 担 当 部 署  

 担 当 者 氏 名 
（ 上 記 と 異 な る 場 合 ） 

 

 電 話 （   ）  －      

 メ ー ル  

 
年 月 日付け            号で許可を受けた施設の利用を取り下げます。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4とする。 

 



様式第６号（第４条関係） 

 

設 備 利 用 取 下 書 

 

  年  月  日 

       様 

  

 依頼者 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

（〒  ―    ）  

 

氏 名  

名 称 及 び 

代表者の氏名 
 

 

連絡先 

住 所 
（ 上 記 と 異 な る 場 合 ） 

（〒  ―    ）  

 

 担 当 部 署  

 担 当 者 氏 名 
（ 上 記 と 異 な る 場 合 ） 

 

 電 話 （   ）  －      

 メ ー ル  

 
年 月 日付け            号で許可を受けた設備の利用を取り下げます。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4とする。 

 



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

 

様式第７号（第７条関係） 
 

機器操作等依頼書 

（略） 

なお、様式に記載した内容について、広島県が、ひろしま産学共同研究拠点の

利便性向上等を目的としたアンケート調査及び利用者に有益と思われるサービス

等の情報提供に活用することに同意します。 

（略） 

（略） 
（略） （略） 

取 扱 者 （略） 

備 考 
（支払方法等） 

（略） 

注 （略） 
 

 

様式第５号（第７条関係） 
 

機器操作等依頼書 

（略） 

なお、様式に記載した内容は、ひろしま産学共同研究拠点の利便性向上等を目

的としたアンケート調査や有益と思われるサービスなどの情報提供に広島県が活

用することに同意します。 

（略） 

（略） 
（略） （略） 

取 扱 者 印 （略） 

備 考 

 
（略） 

注 （略） 
 

  



別
記
様
式
第
七
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。 

 



様式第８号（第８条関係） 

 

機 器 操 作 等 依 頼 取 下 書 

 

  年  月  日 

       様 

  

 依頼者 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

（〒  ―    ）  

 

氏 名  

名 称 及 び 

代表者の氏名 
 

 

連絡先 

住 所 
（ 上 記 と 異 な る 場 合 ） 

（〒  ―    ）  

 

 担 当 部 署  

 担 当 者 氏 名 
（ 上 記 と 異 な る 場 合 ） 

 

 電 話 （   ）  －      

 メ ー ル  

 年 月 日付けで提出した次の機器操作等依頼書を取り下げます。 

 

機器操作等の内容  

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4とする。 

 



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

 

様式第９号―様式第 13号 （略） 

 

 

様式第６号―様式第 10号 （略） 

 
  



附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


